
 

川上なおき 活動日誌   2月26日ー3月4日 
26日Thu 飯塚地区消防組合議会（傍聴） 
27日Fri 議会準備（議案質疑・予算特別委員会） 
28日Sat 資本論がおもしろい学習会（第10回） 
1日Sun 一般質問の準備 
2日Mon 本会議（議運委員会・常任委員会を選任、代表質問） 
3日Tue 本会議（一般質問）暮らしの相談（体調不良） 
4日Wed 本会議（一般質問）暮らしの相談（時効借金・進学資金） 

日本共産党飯塚市議団活動レポート333　見解を発表しましたので紹介します。 
2026年3月8日　飯塚市片島1ー4ー62  電話0948(22)6783    FAX (29)3424 

⚫︎
年
会
費
は
３
万
円 

　
年
６
回
の
ア
ル
コ
ー

ル
付
き
の
会
食
。
市
役

所
の
会
員
７
人
の
年
会

費
（
３
万
円
・
計￼

万
21

円
）
は
個
人
負
担
で
は

あ
り
ま
せ
ん
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市
長
な
ど
６
人
は
公

金
（
税
金
ほ
か
）
企
業

管
理
者
は
水
道
料
金
・

下
水
道
使
用
料
か
ら
も

出
し
て
い
ま
す
。 

⚫︎
閲
覧
数
は
急
上
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川
上
市
議
の
発
信
に 

・
意
味
わ
か
ら
ん
😭

💦
💦 

・
え
っ
？
そ
う
な
の
で

す
か
💦 

・
ふ
ざ
け
て
る
！
市
民

皆
困
っ
て
い
る
の
に
！ 

・
無
駄
の
使
い
😁
😁 

　
コ
メ
ン
ト
が
続
い
て

い
ま
す
。 

⚫︎
メ
ン
バ
ー
は
誰
か
　
　 

　￼

人
の
会
員
は
誰
な

32
の
で
し
ょ
う
か
。
秘
密

結
社
で
な
い
の
な
ら
、

明
ら
か
に
す
べ
き
で

す
。
情
報
開
示
請
求
し

た
川
上
市
議
に
、
市
が

提
出
し
た
の
が
黒
塗
り

資
料
（
写
真
上
）
で

す
。
会
社
関
係
だ
け
で

な
く
官
公
署
の
会
員
も

非
開
示
で
す
。 

　
川
上
市
議
は
市
議
会

の
場
で
明
ら
か
す
る
よ

う
要
求
し
ま
し
た
が
、

飯
塚
商
工
会
議
所
が
公

開
す
る
こ
と
に
は
同
意

で
き
な
い
と
し
て
い
る

と
、
市
は
頑
な
に
拒
否

し
ま
し
た
。
　 

　
そ
の
後
市
長
は
、
例

会
で
「
飯
塚
警
察
署
、

飯
塚
税
務
署
、
陸
上
自

衛
隊
飯
塚
駐
屯
地
の

方
々
」
と
情
報
交
換
し

た
と
認
め
ま
し
た
。 

⚫︎
予
決
算
書
も
た
ず 

　
市
は
飯
塚
会
の
収
支

報
告
書
等
の
重
要
書
類

を
持
た
ず
、
年
会
費
支

出
の
処
理
に
不
適
切
な

箇
所
も
見
ら
れ
ま
す
。 

飯塚会ってなんだ！ 
　
昨
年
６
月
は
、
前
年
に
続

い
て
麻
生
大
浦
荘
が
会
場
で

し
た
。
「
幹
事
団
体
か
ら
情

報
提
供
の
後
、
会
食
し
な
が

ら
情
報
交
換
が
あ
っ
た
」
と

の
答
弁
は
久
世
賢
治
副
市

長
。
「
ア
ル
コ
ー
ル
も
つ
い

て
か
」
の
質
問
に
、
「
そ
の

通
り
」
と
続
け
ま
し
た
。 

　
飯
塚
会
の
結

成
は
、

陸
上
自

衛
隊
飯
塚
駐
屯
地
の
発
足
の

翌
年
１
９
６
７
年
１
月
で

す
。
目
的
は
「
情
報
交
換
並

び
に
融
和
を
図
る
と
と
も

に
、
地
域
の
振
興
発
展
に
寄

与
」
（
規
約
）
で
す
。 

　
会
員
は
「
官
公
署
、
学
校

及
び
団
体
等
の
代

表
者
」
で
、
現

在￼
人
と
の
答

32弁
で
し
た
。 

　
来
年
は
結
成
か
ら￼

年
の
飯
塚
会
（
事
務
所
・
飯
塚
商
工

60

会
議
所
）
。
飯
塚
市
は
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
、
企
業
管

理
者
の
ほ
か
議
長
、
副
議
長
が
会
員
で
す
。
日
本
共
産
党
の

川
上
直
喜
市
議
が
３
日
、
一
般
質
問
で
取
り
上
げ
ま
し
た
。 

(組 織) 
第１条 本会は「飯塚会」と
称し、飯塚市における官公
署、学校及び団体等の代表者
をもって組織します。 
(目 的) 
第２条 本会は会員相互の情
報交換並びに融和を図るとと
もに、地域の振興発展に寄与
することを目的とします。 
(例 会) 
第３条 本会は前条の目的を
達成するため、例会を催しま
す。 
（１）例会は偶数月の第２木
曜日午後６時より開催しま
す。 
（２）例会の席順は、その都
度抽選で決めます。 
（３）例会には会員の異動事
項等を報告し紹介します。 
（４）例会では、所属団体の
情報提供（資料配布、広報
等）をすることができます。 
(代理出席) 
第４条 会員が欠席の場合、
例会の代理出席は原則として
次席者までとします。 
２ 異動等に伴い新旧会員あ
るいは会員出席のほか次席者

等を出席させるなど複数名で
参加をすることもできます。
但し当該会員以外の参加費
は、その都度納入していただ
きます。 
(幹 事) 
第５条 例会日当日の運営の
ため、幹事２名を定めます。 
２ 幹事はあらかじめ定めら
れた順番に基づき、輪番にて
例会の世話をすることとしま
す。 
(会 費) 
第６条 会員は会費を納入す
るものとします。 
２ 会費は年額 30,000円と
し、原則として上期（４月末
日）、下期（10月末日）２
回に分割し、飯塚商工会議所
に納入するものとします。 
(事務所) 
第７条 本会の事務所は、飯
塚商工会議所に置きます。 
1(附則) 
１．この規約に定めのない事
項で必要があるときは、例会
で定めます。 
２．この規約は、昭和42年
１月20日より施行します。 
（以下略） 

 飯塚会規約

飯塚商工会議所・市役所・警察署・税務署・陸自駐屯地・九電・西鉄・ほか 
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塚
商
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昭和42年１月制定  
以後改正は８回 
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２
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川上市議が一般質問 ①     ②     ③     ④ 


